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(54)【発明の名称】 注意欠陥過活動性障害（ＡＤＨＤ）治療薬の投薬量を決定し、ＡＤＨＤをもつ人へのＡＤＨＤ投

薬の効果をモニターする装置

(57)【要約】
【課題】  ＡＤＨＤをもつ個人によってＡＤＨＤを治す
ために摂取される薬の効き目及び適切な投薬量を決定す
るための簡単で、安価で、信頼性の高い技術を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】  本発明によれば、注意欠陥過活動性障害
（ＡＤＨＤ）もつ個人へのＡＤＨＤ治療薬の適切な投薬
量を決定する装置が提供される。装置は、サンプリング
された末梢皮膚温度データを与えるために、被験者が活
動していない状態にあるときに所定の時間に亘って被験
者の末梢皮膚温度をサンプリングする手段と、予め選択
されたパラメータがＡＤＨＤを示す値を有するか否かを
判定するためにサンプリングされた末梢皮膚温度データ
を予め選択されたパラメータについて分析する手段と、
予め選択されたパラメータの決定された値に基づいてＡ
ＤＨＤ治療薬の適切な投薬量を決定する手段とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  注意欠陥過活動性障害（ＡＤＨＤ）もつ
個人へのＡＤＨＤ治療薬の適切な投薬量を決定する装置
であって、
サンプリングされた末梢皮膚温度データを与えるため
に、被験者が活動していない状態にあるときに所定の時
間に亘って被験者の末梢皮膚温度をサンプリングする手
段と、
予め選択されたパラメータがＡＤＨＤを示す値を有する
か否かを判定するために上記サンプリングされた末梢皮
膚温度データを上記予め選択されたパラメータについて
分析する手段と、
上記予め選択されたパラメータの上記決定された値に基
づいてＡＤＨＤ治療薬の適切な投薬量を決定する手段と
を含む装置。
【請求項２】  上記分析手段は、
上記サンプリングされたデータをデータの部分集合のウ
ィンドウへ分割する手段と、
振幅値を有する高速フーリエ変換（ＦＦＴ）データを生
成するため、各ウィンドウについての上記部分集合デー
タを高速フーリエ変換（ＦＦＴ）アルゴリズムで処理す
る手段と、
各ウィンドウについての振幅範囲値を計算する手段と、
集計値を生成するために振幅範囲値を集計する手段と、
上記正しい投薬量を決定するために上記得られた値を予
め決定された閾値と比較する手段とを含む、請求項１記
載の装置。
【請求項３】  上記被験者に上記決定された投薬量を投
与する手段を含み、
薬が効くための時間に亘って待った後、上記予め選択さ
れたパラメータの新しい値を生成するために上記サンプ
リング及び分析を繰り返し、上記新しい値に基づいて、
（ａ）上記新しい値がＡＤＨＤを示すときは上記投薬量
を維持するか、或いは、（ｂ）上記新しい値がＡＤＨＤ
を示すときは上記投薬量を増加させる手段を含む、請求
項１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、概して、注意欠陥
過活動性障害（ＡＤＨＤ）を治療するための薬の効きめ
をモニターする技術に係り、更に特定的には、ＡＤＨＤ
を示す個人の末梢温度変動性（ＴＶ）を測定する技術に
関連する。
【０００２】
【従来の技術】ＡＤＨＤは、小児期における最も一般的
な神経行動学的障害であるとともに、学齢期の子供に影
響を与えている最も蔓延した健康状態である。学齢期の
子供たちの４％乃至１２％（数百万人）がこの障害をも
っている。ＡＤＨＤを持つ学生のために年間３０億ドル
が使われている。更に、一般大衆のうち、男性の９．２
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％と女性の２．９％がＡＤＨＤにみられる挙動を示すこ
とが分かっている。１０００万人以上の成人がこの障害
をもっている可能性がある。
【０００３】ＡＤＨＤは、診断が難しい障害である。小
児期のＡＤＨＤの主な症状は、不注意であること、極度
に活動的であること、及び、衝動的であることを含む。
ＡＤＨＤの子供たちは、顕著な機能問題、例えば、学校
生活の困難、学業成績の悪さ、家族や仲間との関係の乏
しさ、及び、自尊心の低さを経験することがある。ＡＤ
ＨＤをもつ成人は、失業、衝動的な行動、薬物乱用、離
婚の経歴を有する場合が多い。ＡＤＨＤは、年齢が若い
うちに見つけられなければ診断未確定となる場合が多
く、この健康状態に気づかない多くの成人が悪い影響を
受けうる。ＡＤＨＤは、多くの類似した原因（家族の事
情、動機付け）を有し、一般的には病気に伴う健康状態
（鬱、不安、学習能力障害）が生ずる。
【０００４】ＡＤＨＤの診断には、筆記及び口頭の評価
器具を用いたふるい落とし法が用いられる。しかしなが
ら、ＡＤＨＤのための１つの客観的な独立して有効なテ
ストはない。様々な客観的な技術が提案されてきたが、
まだ広く受け入れられていない。これらには以下の技術
がある。
（１）米国サンディエゴのカリフォルニア大学により、
ＡＤＨＤをもつ子供たちは、輻輳機能不全症と称される
目の問題が見つかる割合が、他の子供たちと比較して３
倍であることがわかった。
（２）米国マサチューセッツ州、ベルモントのMcLean病
院の精神科医により、子供たちの小さい集団でＡＤＨＤ
を診断するために、脳の機能ＭＲＩ撮像と組み合わせて
注意力のテストをしている間の子供たちの検出困難な運
動を測定するために赤外線追跡法が用いられた（Nature
 Medicine, Vol. 6, No. 4, April 2000,pages 470-47
3）。
（３）Lubarにより、ＡＤＨＤの診断及び治療のための
ＥＥＧバイオフィードバックに基づく技術が示された
（Biofeedback and Self-Regulation, Vol. 16, No. 3,
 1991, Pages 201-225）。
（４）２０００年８月１日発行の米国特許第６，０９
７，９８０号（発明者Monastra外）は、ＡＤＨＤを評価
する定量的な脳波図を用いた方法を開示する。
（５）１９９９年６月２２日発行の米国特許第５，９１
３，３１０号（発明者Brown）は、ＡＤＨＤの診断及び
治療のためのビデオゲームを開示する。
（６）１９９９年７月６日発行の米国特許第５，９１
８，６０３号（発明者Brown）は、ＡＤＨＤの診断及び
治療のためのビデオゲームを開示する。
（７）１９９９年８月１７日発行の米国特許第５，９４
０，８０１号（発明者Brown）は、ＡＤＨＤの診断及び
治療のためのビデオゲームといったマイクロプロセッサ
を開示する。
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（８）１９９４年１２月２７日発行の米国特許第５，３
７７，１００号（発明者Pope外）は、ＡＤＨＤをもつ患
者を治療するために脳波検出部とつながれたビデオゲー
ムを用いる方法を開示する。
（９）南カリフォルニア大学の統合メディアシステムズ
センターのAlbert Rizzo博士は、ＡＤＨＤの検出及び治
療のためにバーチャルリアリティ技術を用いた。
（１０）米国特許第６，０５３，７３９号（発明者Stew
art外）は、注意能力テストを行うために視覚的な表
示、色付きの視覚的な単語ターゲット、及び色付きの視
覚的な応答ターゲットを用いる方法を開示する。
（１１）１９９４年１２月２７日発行の米国特許第５，
３７７，１００号（発明者Patton外）は、画像を用いて
個人の心理的な状態を管理するシステムを開示する。
（１２）米国特許第６，１１７，０７５号で、Barnea
は、周辺温度変化性の抑制を検出することにより知覚麻
痺の深さを測定する方法を開示する。
【０００５】幾つかの臨床的なバイオフィードバック及
び生理的なモニターシステム（例えばMulti Trace, Bio
 Integrator）がある。これらのシステムは、専門的な
臨床医によって使用されている。皮膚温度スペクトル特
性は、異常のない被験者では抹消血管運動神経のストレ
スによる変化を示すことがわかっているが、ＡＤＨＤの
診断を支援するために皮膚温度応答の変動を使用するこ
とを開示するものはなかった（Biofeedback and Self-R
egulation, Vol. 20, No. 4, 1995参照）。
【０００６】上述のように、ＡＤＨＤを診断する主な方
法は、米国医師会（ＡＭＡ）により確立され診断及び統
計マニュアル－ＩＶ（Diagnostic and Statistics manu
al:ＤＳＭ－ＩＶ）に記載された規準の挙動の指標を子
供たちについて評価するよう設計された一組の筆記及び
口頭の評価器具を用いるものである。これらの評価器具
は、精神科医、心理学者、学校の心理学者又は他の認可
された開業医によって使用される。いくつかの場合に
は、ＡＤＨＤ診断のためのＤＳＭ－ＩＶ規準を満たす患
者に対して、リタリン（Ritalin）といった薬が処方さ
れる。処方された薬の影響を評価するために、リタリン
を投与した状態で患者の挙動が観察される。しかしなが
ら、例えばリタリンといった特別な薬の効きめ及び特定
の投与量を評価するための明確に決められた規準はな
い。特定の薬が特定の投薬量でＡＤＨＤを示す基礎にあ
る生理的なパラメータを示すかを決定するために、明確
に決められ測定されうる生理的な規準を使用できれば医
師にとって都合がよい。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】従って、ＡＤＨＤをも
つ個人によってＡＤＨＤを治すために摂取される薬の効
き目及び適切な投薬量を決定するための簡単で、安価
で、信頼性の高い技術が必要とされる。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】本発明によれば、上述の
課題を解決するための手段が提供される。本発明によれ
ば、注意欠陥過活動性障害（ＡＤＨＤ）もつ個人へのＡ
ＤＨＤ治療薬の適切な投薬量を決定する装置であって、
サンプリングされた末梢皮膚温度データを与えるため
に、被験者が活動していない状態にあるときに所定の時
間に亘って被験者の末梢皮膚温度をサンプリングする手
段と、予め選択されたパラメータがＡＤＨＤを示す値を
有するか否かを判定するためにサンプリングされた末梢
皮膚温度データを予め選択されたパラメータについて分
析する手段と、予め選択されたパラメータの決定された
値に基づいてＡＤＨＤ治療薬の適切な投薬量を決定する
手段とを含む装置が提供される。
【０００９】
【発明の実施の形態】本発明によれば、ＡＤＨＤの兆候
は、例えば指先といった末端部で測定される皮膚の温度
の変動に隠されていることが分かっている。概して、個
人のストレス水準が高まると、末梢血管は収縮し、人間
の血圧は高まることが多い。体内の血管が収縮するた
め、血流が妨げられる。これは、指といった末端部で最
も容易に観察することができ、なぜならば末端部の血管
は細く、交感神経系（ＳＮＳ）の神経感応に対して非常
に敏感だからである。末端部の血管への血流が減少する
ことによる直接的な結果は、末端部の末梢温度が低下す
ることである。逆にいえば、個人のストレス水準が低下
し、緊張が緩んだ状態が生ずると、血管は拡張し、血液
があまり妨げられずに流れることを可能とする。末端部
の血管への血流が増すと、末端部の末梢温度は高まる。
ＡＤＨＤをもつ被験者が、例えば活動してない状態で所
定の時間にわたり何も表示されていない画面又ははっき
りとしない画像を見させられるといった感覚遮断を受け
ると、刺激の欠如が増え、被験者のストレス水準の高ま
りを示す被験者の生理学的反応度の変化が生ずる傾向が
あるのではないかと考えられている。被験者のストレス
水準が高まると、血管は収縮し、被験者の末端部の末梢
温度は低下する。バイオフィードバックを実施する医師
は、長年、末端部への血流を制御することにより被験者
が生理機能を管理することを支援するために、手の温度
を使用してきた。これまでの資料によれば、ＡＤＨＤを
もつ患者では脳への血流が減少している場合が多いこと
が報告されている。
【００１０】末梢皮膚温度及び末梢皮膚温度の変化に加
え、ストレスの公知の（又は潜在的な）指標である他の
公知の生理学的な測定値がある。例えば、左右温度変動
性、心拍、心拍変動性、筋肉の張り（表面筋電図（ｓＥ
ＭＧ）で測定される過剰な張り及び慢性的な張り）、左
右の筋肉の張りの不均衡、電気皮膚反応（即ち、電気皮
膚反応ＥＤＲ）、眼球のサッケード（saccade）運動、
血中酸素（ＳｐＯ

２
）、唾液ＩＧＡ、電気脳造影図（Ｅ

ＥＧ）、末梢血流（光容積脈波ＰＰＧを用いて測定）、
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5
及び末梢血流の変動性（ＰＰＧ）である。
【００１１】図１に示すように被験者１０は、テーブル
１３の前の椅子１２に座り、画面１４を見ている。画面
１４は、被験者１０の邪魔となる全ての視覚的な刺激物
を阻止するために用いられる。被験者１０は、イアホン
２０を装着する。イアホン２０は、図示されない音発生
装置に接続されうる。イアホン２０は、周囲雑音を遮断
するため、又は、テスト中の環境からの聴覚的な刺激を
減少又は排除するための白色雑音を発生するために使用
されうる。被験者は活動していない状態とされている。
被験者１０の指先１６は、センサ２２（図２参照）を介
して皮膚温度が測定される分析モジュール１８へ挿入さ
れる。図示されない本発明の他の実施例では、被験者
は、半透明の眼鏡、ゴーグル、又はアイマスクを装着し
うる。眼鏡又はゴーグルは、被写体から全ての視覚的な
刺激物を阻止するために使用される。
【００１２】図２は、分析モジュール１８を示す図であ
る。分析モジュール１８は、被験者１０が溝１７に指先
１６を挿入する温度センサ２２と、オン／オフスイッチ
２４と、表示部２６とを含む。分析モジュール１８は、
バッテリ３０といった内部電源、又は、電話機に使用さ
れるような外部低圧電源（図示せず）のための外部低圧
電源ポート３２を有しうる。分析モジュール１８は、ケ
ーブル２７（例えばＵＳＢ又はＲ２３２ケーブル）を介
して外部ＣＰＵ（図示せず）に、又は、ＲＦ或いはＩＲ
リンク（図示せず）といったワイヤレス伝送装置に接続
されうる。更なる実施例では、第２の温度センサモジュ
ール２８は、ケーブル２９を介して分析部１８に接続さ
れうる。第２の温度センサモジュール２８は、被験者１
０の他方の手の皮膚温度をサンプリングするために使用
されえ、溝３４と温度センサ３６とを含む。
【００１３】図３Ａに示すように、モジュール１８は、
温度サンプリング回路４１、データ記憶部４２、ウィン
ドウ分割４３、フーリエ変換４４、振幅（マグニチュー
ド）計算４５、Ｍレンジ計算４６、集計段階ブロック４
７、閾値比較段階ブロック４８、以前に決定された閾値
θ

g
４９、及び閾値比較決定ブロック５０を含む。投薬

量を決定する方法については、図３Ｂを参照して詳述す
る。
【００１４】図１中、まず、被験者１０が約１０分間に
亘って静かに座っているよう支持されている間に指先の
温度が記録される。参照番号４１において、温度データ
は時間間隔Δｔでサンプリングされ、ｎ個の温度サンプ
ルのリストが形成され、これは記憶部４２に記憶され
る。
【００１５】ここで図３Ａを参照するに、ブロック４３
において、ｎ個のサンプルはｍ個のサンプルのｚウィン
ドウへ分割され、各グループはデータ収集時間間隔Δｔ
全体に亘って時間的に等しく離間された（～５０秒）幅
Δｔ（～３２－６４秒）の所与の時間ウィンドウに対応*

6
*する。各ウィンドウからのデータは高速フーリエ変換
（ＦＦＴ）アルゴリズム４４を通され、各ウィンドウに
ついて周波数空間中で等しく離間された２m-1個のデー
タ点を生じさせる。値は、
ＦＦＴ（ｆ

m
）＝Ａ（ｆ

m
）＋Ｂ（ｆ

m
）ｉ

の形で表わされる複素数であり、式中、ｉは√（－１）
である。位相Φ（ｆ

m
）は、以下の式、

【００１６】
【数１】

から得られ、振幅Ｍ（ｆ
m
）は、以下の式、

【００１７】
【数２】

から得られる。
【００１８】式１．０及び１．１において、添え字ｌ
は、夫々の手に対して別々の信号が抽出されることを示
し、従って、左手データから抽出されるデータについて
は添え字はｌであり、右手からのデータについては添え
字はである。図４は、異常のない被験者とＡＤＨＤをも
つと診断された人の１ウィンドウ中の温度信号を示すグ
ラフである。
【００１９】図５及び図６は、ＡＤＨＤをもつ被験者と
異常のない被験者の対応するデータについての振幅変換
を示す図である。図５中、振幅のスペクトルは、本質的
には双曲線から異常のない被験者の平坦な応答へ変化す
る大きな変化を受ける。図６中、振幅の範囲は図５に示
すものよりもかなり小さく、ＡＤＨＤであることを示
す。
【００２０】［未加工データ］未加工データＴ

k,l
（ｔ）は、１０分間のセッション中に、図１に示す

ように指先１６における手ｌから得られる温度である。
セッションは、数週間に亘り行われた。数人の被験者
は、２回という少ないセッションを受け、数人の被験者
は５回という多いセッションを受けた。ｋは、セッショ
ンを表わすために使用される。
【００２１】図３Ａを再び参照する。
［ウィンドウ］各セッションについてのデータは、フー
リエ変換演算を行う前に、一連のウィンドウへ分割され
る（ブロック４３）。ウィンドウ幅をｗとする。この分
析において、ウィンドウ幅は６４秒であり、１００－５
００秒の範囲に広がり６００秒の基準線に亘り５０秒間
隔（ウィンドウは重なり合う）で配置される１０のウィ
ンドウがあるが、ｗは他の値であってもよい。セッショ
ン中のウィンドウの数を、文字ｊで表わす。各ウィンド
ウに対して、ＦＦＴアルゴリズムは、フーリエ変換Ｆ
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7
（ｆ）を計算する。この変換の振幅及び位相は、上述し
た通り定義される。
【００２２】ブロック４６において、ウィンドウ中の振
幅の変化の範囲は、以下の式（１．２）を用いて計算さ*

8
*れ、式中、ｆ

max
は振幅が最大となる周波数、ｆ

min
は振

幅が最小となる周波数である（尚、周波数ゼロにおける
ＤＣ成分は除かれている）。

Ｍ
range

＝［Ｍ（ｆ
max
）－Ｍ（ｆ

min
）］                      

（１．２）本発明の方法の更なる実施例では、上述したようにＡ
（ｆ

m
），Ｂ（ｆ

m
），θ（ｆ

m
）及びＭ（ｆ

m
）と表わさ

れる量から計算されるフーリエ変換から得られる他の統
計量を用いてもよい。フーリエ変換の使用に加え、この
更なる実施例では、データのウェーブレット変換又はデ
ータの他のフィルタリングから得られる統計量を使用し
うる（Strang, G. and Nguyen, t. (1996), Wavelets a
nd filterBanks, Wellesley-Cambridge Press, Wellesl
ey, MA参照)。
【００２３】［サンプルの集計］ブロック４７におい
て、全てのウィンドウに対するＭレンジの値が集計され
る。各セッションにより各手から得られるｚのウィンド
ウがある。第１の段階は、各セッション及び各手につい
ての各ウィンドウ中の計算されるＭ

range
値の集計であ

り、平均、メジアン、分散、又は他の統計量といった集
計統計量を選択するものである。集計に使用されうる他
の統計量は、標準偏差、範囲（レンジ）、四分位距離、
歪度、尖度、ウィンザライズ化（Winsorized）された平
均及び分散、並びに、平均及び分散のロバスト推定値で
ありうる。平均及び分散と集計するために、以下の式が
与えられる。セッションｋ中の左手についての平均振幅
範囲は、式２．０から見つけられ、式中、ｚはセッショ
ン中のウィンドウの数である。
【００２４】
【数３】

対応する分散は、
【００２５】
【数４】

である。
【００２６】両手についてのこれらのセッションの平均
及び分散と被験者が参加した全てのセッションｓを組み
合わせると、集計された平均μと集計された分散が与え
られる。
【００２７】
【数５】

この集計段階の更なる実施例では、片方の手、即ち左手
又は右手からのデータ、又は利き手（そして被験者が両
手利きであれば、利き手は両方の手の平均として定義さ
れる）からのデータを使用する。更に、将来的な実施例
は、幾つかのセッションを平均化することを必要とせ
ず、各セッションの結果の重み付けされた組合せを使用
するための又は使用するただ１つのセッションを選択す
るものでありうる。
【００２８】［診断上の指標］再び図３Ａを参照する
に、正規化された集団診断閾値標識θ

g
は、ブロック４

９において同様の人口統計的特徴を有する被験者の大き
い集団からのデータを用いて決定される集計統計量から
予め得られ、性別、年齢、又は重みに基づいて変化しう
る。この集団診断閾値θ

g
は、２０００年６月２０日出

願の米国特許出願第０９／５９７，６１０号に記載され
る方法を用いて集団温度変化データから統計的に計算さ
れる。
【００２９】ブロック４７から得られる被験者の測定さ
れた集計統計値Θ

m
（式２．２又は２．３から得られ

る）が集団の閾値θ
g
よりも小さい場合（ブロック５

０）、被写体はＡＤＨＤをもつと判定される。測定され
る集合統計量Θ

m
が所定の閾値θ

g
よりも大きい場合、被

験者はＡＤＨＤをもたないと判定され（ブロック５
０）、投薬を行う必要はない（ブロック５１）。同じ閾
値θ

g
は、全ての被験者に対して使用されるか、又は、

θ
g
は、性別又は年齢に基づいて異なる集団に対して異

なる値を有しうる。
【００３０】［正しい投薬量の決定］ここで図３Ｂを参
照するに、集合統計量Θ

m
の計算された値（ブロック６

０）と、所定の閾値θ
g
（ブロック６２）とに基づき、

ＡＤＨＤをもつと診断される被験者に対して正しい投薬
量（ブロック６８）を決定するために数学的な式（ブロ
ック６６）が用いられる。この数学的な式は、性別、年
齢、及び重みを含む、人口統計的情報（ブロック６４）
を含むものであってもよい。このような数学的な式は、
例えば、投薬量＝１００×（θ

g
－Θ

m
－１）＋１００×

性別であり、式中、投薬量は薬をミリグラム単位で示す
ものであり、性別は、患者が女性であれば０、患者が男
性であれば１とコード化して示すものである。例えば、
θ
g
＝１０であり、Θ

m
＝８であり、患者が男性であれ

ば、上記の式によれば、１００×（１０－８－１）＋１
００×１＝２００ミリグラムの薬の投薬量が得られる。
【００３１】［投薬効果指標］処方された薬がＡＤＨＤ
を治すのに効くのであれば、測定される生理的な診断指
標Θ

m
（式２．２及び２．３に定義する）は、通常範囲



(6) 特開２００３－５２７００

10

20

30

9
内となり、患者に投薬が行われている間はθ

g
を超える

と予想される。
【００３２】従って、投薬量が効能をあらわすかを判定
するために、患者は図３Ｂに示すような以下の手順によ
り再びテストされる。被験者は、薬の処方された投薬量
を服用し、一定の時間だけ待つ（ブロック７０）。被験
者の末梢温度が測定され、Θ

m
が計算される（ブロック

７２）。この時間は、摂取後に薬が効くまでの最小の時
間から摂取後に薬が効くまでの最大の時間の長さの範囲
をとりうる。理想的には、体内での薬の半減期に等しい
時間中にテストが行われる。次に、新しく計算されたΘ

m
値を閾値θ

g
と比較する（ブロック７４）。Θ

m
の値が

ＡＤＨＤでない領域（閾値θ
g
を上回る）へ移動する

と、薬と投薬量が適切であると結論付けられる（ブロッ
ク７８）。Θ

m
の値がＡＤＨＤ領域（閾値θ

g
を下回る）

のままであれば、より多くの投薬量が必要であると結論
付けられる（ブロック７６）。投薬量は、最善の医療行
為に従って増加されうる。この手順（ブロック７０－７
８）は、患者のΘ

m
の値が再テストされたときに、ＡＤ

ＨＤでない領域（閾値θ
g
を上回る）に入るよう適切な

薬と投薬量が決定されるまで繰り返されうる。
【００３３】患者の生理機能は、時間に亘って変化しう
るため、有効な投薬量もまた時間に亘って変化しうる。
従って、患者は、治療期間中、最善の医療行為に従って
モニターされる必要がある。このようなモニター方法の
１つであって患者が薬を服用している時間全体に亘って
行われねばならないことは、患者を定期的に再テストす
ることである。これらの定期的なテストの間の間隔は、
例えば１ヶ月乃至１年間である。モニター手順は、ブロ
ック７０－７８を繰り返す段階を含む。本発明の１つの
実施例では、見つけられた最初の投薬量（ブロック７
８）は、より適切なもので置き換えられ、即ち、Θ

m
が *

10
*θ

g
を大きく超過する場合は投薬量が減らされ、Θ

m
がθ

g
を少しだけ超過する場合は正しい投薬量が見つけられ
たものとされうる。
【００３４】
【発明の効果】本発明によれば、ＡＤＨＤをもつ個人に
よってＡＤＨＤの影響を弱めるために服用される投薬の
効きめ及び適切な投薬量を決定する装置及び技術が提供
されるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の使用について示す概略図であ
る。
【図２】図１の実施例を詳細に示す斜視図である。
【図３ａ】本発明を組み込んだシステムのブロック図で
ある。
【図３ｂ】本発明を組み込んだシステムのブロック図で
ある。
【図４】本発明を説明するために用いられるグラフであ
る。
【図５】本発明を説明するために用いられるグラフであ
る。
【図６】本発明を説明するために用いられるグラフであ
る。
【図７】ＡＤＨＤであるか否かを診断し、提案される投
薬量を決定するために、閾値θ

g
と患者の計算された集

計統計値Θ
m
とを用いる例を示す図である。

【符号の説明】
１０    被験者
１２    椅子
１４    画面
１６    指先
１８    分析モジュール
２０    イアホン

【図５】
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【図１】

【図２】

【図３ｂ】

【図６】
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【図３ａ】

【図４】
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